
＜月次報告様式＞

別表第２　令和７年度　公文書開示（１２月決定分）
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不開示理由等

1 R7.11.18 R7.12.1

⑴　王子消防署庁舎（７）給排水衛生設備その他改修工事その２
⑵　葛西消防署南葛西出張所（７）内装改修工事
⑶　新宿消防署戸塚出張所（７）内装その他改修工事
以上３件の金入り内訳書（諸経費計算書含む）

64 1
総務部施設
課

2 R7.11.26 R7.12.10
⑴　東京消防庁旧双葉町都職員住宅（７）解体工事
⑵　板橋消防署（７）石綿除去その他改修工事
以上２件の金入り内訳書（諸経費計算書含む）

96 1
総務部施設
課

3 R7.12.2 R7.12.11

⑴　小石川消防署老松出張所ほか４か所（７）太陽光発電設備その他改修工事
⑵　昭島消防署（７）自動火災報知設備修繕工事
⑶　東京消防庁池袋消防署長崎出張所庁舎（７）改築電気設備工事
以上３件の金入り内訳書、共通費計算書及び特記仕様書

178 1
総務部施設
課

4 R7.12.2 R7.12.11

⑴　本郷消防署（７）２階便所改修工事
⑵　本郷消防署（７）２階便所給排水衛生設備改修工事
⑶　浅草消防署（７）建築改修工事
以上３件の金入り内訳書（諸経費計算書含む）

108 1
総務部施設
課

5 R7.12.10 R7.12.17
⑴　滝野川消防署ほか１か所（７）給排水衛生設備その他改修工事
⑵　大森消防署（７）空調設備改修工事
以上２件の金入り内訳書

19 1
総務部施設
課

6 R7.12.15 R7.12.17 本郷消防署駒込出張所（７）外壁その他改修工事の金入り内訳書、諸経費計算書及び代価表 52 1
総務部施設
課

7 R7.12.16 R7.12.22 臨港消防署護岸その他改修工事設計の金入り内訳書 5 1
総務部施設
課

8 R7.12.17 R7.12.24 高輪消防署港南出張所（６）係留施設改修工事の工事成績評定通知書及び項目別評定点表 2 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため

総務部施設
課

9 R7.12.22 R7.12.24 八王子消防署由木分署（７）外壁その他改修工事の金入り内訳書（諸経費計算書含む） 20 1
総務部施設
課

決定区分 （根拠規定）条例７条



10 R7.12.8 R7.12.16 東京消防庁が発注した経年防火水槽再生調査設計その１その２その３の成果品５経年防火水槽再生工事その１その２その３の成果品の文書を対象公文書 90 1
防災部水利
課

11 R7.11.21 R7.12.3

上記試験及び選考の教養試験の受験者数、平均点、最高点、最低点及び問題数

7 1
人事部人事
課

12 R7.10.7 R7.12.11
〇〇説明書（〇〇通知書）
〇車（〇車）多摩〇〇

2 1 1
（７条３号）
法人の事業の技術開発に関する情報であって、公にすることによ
り、事業運営上の地位が損なわれるものであるため

東京消防庁
装備部装備
課

13 R7.10.22 R7.12.16 令和７年○月○日○時○分頃覚知した災害における〇に記録された○○ 1 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため

東京消防庁
装備部装備
課

14 R7.12.22 R7.12.25 令和８年東京消防出初式指定車両一覧（案） 4 1
東京消防庁
装備部装備
課

15 R7.11.26 R7.12.8
葛西消防署葛西第２救急の救急出場（○○）に関する、様式第３５号小隊活動記録票、様式第３６号傷病者記録票（基本情報）及び様式第３６号の２傷病者記録票（観察・救急処
置）

3 1 1
（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ
るため

東京消防庁
救急部救急
管理課

16 R7.11.27 R7.12.8 京橋消防署京橋救急の救急出場（○○）及び京橋消防署銀座救急の救急出（○○）に関する、様式第３５号小隊活動記録票 2 1 1
（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ
るため

東京消防庁
救急部救急
管理課

17 R7.9.25 R7.12.23 令和６年９月１日から同月２０日までの期間における、豊島区内に出場した救急隊の〇（〇〇） 1 1 1
（７条２号）個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ
るため

東京消防庁
救急部救急
管理課

18 R7.11.4 R7.12.5 ○丁目○番○号救助活動・危険排除概要 1 1 1 1

（７条３号）
法人の事業の技術開発に関する情報であって、公にすることによ
り、事業運営上の地位が損なわれるものであるため
（７条６号）
警視庁が公表していない情報であって、本件の災害対応のために
特に必要であるとして提供されたものであり、公にすることで、提供
元との信頼が損なわれることから、条例第７条第６号に該当する。

警防部救助
課

19 R7.11.19 R7.12.9 令和７年○月○日に東京都江戸川区○丁目○番で発生した危険排除事案に関する災害概要資料、消防活動総括表、指揮活動表及び小隊別活動表 5 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。
個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公
にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
であるため.

警防部特殊
災害課



20 R7.11.28 R7.12.11 令和○年○月○日に○区○○丁目○番○号で発生した火災に係る〇 3 1 1 1 1

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、
東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害するおそれがあるため、条例第７条第２号に該当する。
警察の業務及び地域の防犯対策についての情報が記載されており、、犯
罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある
と認められるため、条例第７条第４号に該当する。
消防及び警察に対して関係者が任意に提供した情報が記載されており、公
にすることにより、都民等からの消防活動に対する信用を失墜させ、関係
者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の消防
活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に
該当する。

東京消防庁
警防部警防
課

21 R7.12.1 R7.12.11 ○○が届け出た消防活動上支障ある行為等の届出書 3 1 1

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、
東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。

東京消防庁
警防部警防
課

22 R7.11.13 R7.12.22

令和○年○月○日に○区○○丁目○番で発生した火災に係る東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括
表
令和○年○月○日に○区○○丁目○番で発生した火災に係る東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動総括
表
令和○年○月○日に○区○○丁目○番で発生した緊急確認に係る東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防部長依命通達）別記様式第３５号、第３６号消防活動
総括表

6 1 1

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、
東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害するおそれがあるため、条例第７条第２号に該当する。

東京消防庁
警防部警防
課

23 R7.10.21 R7.12.1

○（○区○○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴ 　防火管理者選任（解任）届出書（平成１５年１１月２９日１５金柴(防)第３６号）
⑵ 　消防計画作成（変更）届出書 10 1

東京消防庁
予防部防火
管理課

24 R7.11.21 R7.12.4

○（○区○○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　○（○階）に係る消防計画作成(変更)届出書一式（平成１９年６月１３日１９芝予（防）第１２１５号）
⑵　全体についての消防計画作成(変更)届出書一式（平成２８年１０月２４日２８芝予（防）第１８４号） 55 1

東京消防庁
予防部防火
管理課

25 R7.10.21 R7.12.8

○（○区○丁目○番○号）に係る建物及び現在入居している各テナントの現存する鑑を除く以下の公文書
１　○○⑴ 共同防火管理協議事項⑵ 消防計画作成（変更）届出書）　２　○○⑴ 消防計画作成（変更）届出書⑵ 消防計画作成（変更）届出書
３　○○消防計画作成（変更）届出書　４　○○ 消防計画作成（変更）届出書　５　○○消防計画作成（変更）届出書　６　○○消防計画作成（変更）届出書
７　○○消防計画作成（変更）届出書　８　○○消防計画作成（変更）届出書　９　○○消防計画作成（変更）届出書　10　○○消防計画作成（変更）届出書
11　○○消防計画作成（変更）届出書消防計画作成（変更）届出書

452 1
東京消防庁
予防部防火
管理課

26 R7.10.21 R7.12.8

○（○区○○丁目○番○号）に係る建物及び現在入居している各テナントの現存する鑑を除く以下の公文書
１　○
消防計画作成（変更）届出書
２　○
消防計画作成（変更）届出書
３　○
消防計画作成（変更）届出書
４　○
消防計画作成（変更）届出書
５　○
消防計画作成（変更）届出書
６　○
消防計画作成（変更）届出書

200 1 1 1

（７条３号）公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位を
損なわれると認められるため
（７条４号）公にすることにより、犯罪の実行を容易にするなど犯罪
の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
（７条４号）公にすることにより、園児等に対する犯罪の実行を容易
にするなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ
るため

東京消防庁
予防部防火
管理課

27 R7.12.10 R7.12.16 ○（東京都足立区○丁目○番○号）に係る防火管理者選任（解任）届出書一式（平成１８年１２月１９日１８足綾（防）第１５０号） 4 1
東京消防庁
予防部防火
管理課

28 R7.12.15 R7.12.18

○（東京都西東京市○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　消防計画作成（変更）届出書一式（平成７年９月２２日保谷消防署下保谷出張所第１２号）
⑵　消防計画作成（変更）届出書一式（平成１８年１０月１０日１８西東予（防）第５３９号） 9 1

東京消防庁
予防部防火
管理課



29 R7.11.18 R7.12.1 ○（東京都三鷹市○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和６年６月６日６鷹予(報)第２１６号) 19 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。
個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公
にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
であるため。

東京消防庁
予防部査察
課

30 R7.11.19 R7.12.2
○（東京都中野区○丁目○番○号）に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和７年９月３０日７野鷺(報)第９１号) のうち「別記様式第１　消防用設備等(特殊消
防用設備等)点検結果報告書」及び「別記様式第２　消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」（その１） 2 1

東京消防庁
予防部査察
課

31 R7.11.19 R7.12.2 ○（中野区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 1 当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関には存在しない。
東京消防庁
予防部査察
課

32 R7.11.20 R7.12.2 ○　（東京都八王子市○町○番地○号）に係る立入検査結果通知書（令和２年３月１３日交付） 2 1
東京消防庁
予防部査察
課

33 R7.11.20 R7.12.2 ○　本社工場(東京都八王子市○町○番地○号)に係る立入検査結果通知書(令和２年３月１３日交付) 2 1 1

（７条３号）
法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の
競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるものであるため。

東京消防庁
予防部査察
課

34 R7.11.6 R7.12.4 ○（東京都中央区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和７年５月２８日７京銀（報）第８１号） 264 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。
（７条３号）
法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の
競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるものであるため。

東京消防庁
予防部査察
課

35 R7.11.23 R7.12.4 ○(東京都江戸川区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和７年１１月１７日７岩予(報)第１０３４号) 5 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課

36 R7.11.25 R7.12.8 ○(東京都練馬区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和７年１月６日６光予(報)第９９５号) 11 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。
（７条３号）
法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の
競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるものであるため。

東京消防庁
予防部査察
課

37 R7.11.28 R7.12.8
○（東京都世田谷区○丁目○番○号）に係る以下の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和６年９月９日６成予（報）第８８９号）
⑵　立入検査結果通知書（平成１９年４月２６日交付）

22 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。
個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公
にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
であるため。
（７条３号）
法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の
競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるものであるため。

東京消防庁
予防部査察
課



38 R7.11.28 R7.12.8 ○（東京都世田谷区○丁目○番○号）に係る防火対象物点検結果報告書 1 当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関には存在しない。
東京消防庁
予防部査察
課

39 R7.12.1 R7.12.11
○(東京都新宿区○町○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和７年１０月２４日７牛予(報)第８８５号)のうち、「別記様式第１　消防用設備等(特殊
消防用設備等)点検結果報告書」、「別記様式第２　消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表」及び「不具合リスト」 4 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課

40 R7.12.8 R7.12.11 ○（東京都千代田区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和４年６月８日４麴予（報）第２５０号） 6 1
東京消防庁
予防部査察
課

41 R7.12.2 R7.12.15 ○（東京都新宿区○町○番地○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和６年９月６日６牛早(報)第６１号) 21 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公
にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
であるため。
（７条４号）
公にすることにより、内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易
にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

東京消防庁
予防部査察
課

42 R7.12.3 R7.12.15 ○（東京都墨田区○丁目○番○号）に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 1 当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関には存在しない。
東京消防庁
予防部査察
課

43 R7.12.3 R7.12.15
○(東京都江東区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和７年３月１１日６城予(報)第１９４０号)のうち「別記様式第１　消防用設備等(特殊
消防用設備等)点検結果報告書」及び「別記様式第２　消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(その１)」

2 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課

44 R7.12.3 R7.12.15 ○(東京都江東区○丁目○番○号)に係る防火対象物点検結果報告書 1 当該公文書は、届出の事実がなく、実施機関には存在しない。
東京消防庁
予防部査察
課

45 R7.12.8 R7.12.15 ○（東京都小金井市○丁目○番）に係る禁止行為の解除承認申請書（平成２８年２月１５日２７小金予（障）第８号） 12 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるた
め。

東京消防庁
予防部査察
課

46 R7.12.2 R7.12.16 ○（東京都品川区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和６年１１月１２日６荏予(報)第１０４３号) 22 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課



47 R7.12.4 R7.12.18 ○（東京都北区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和５年１１月２１日５羽予(報)第６６９号) 19 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課

48 R7.12.8 R7.12.18 ○(東京都杉並区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和６年１２月９日６荻予(報)第１５３０号) 10 1 1

（７条３号）
法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の
競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められるものであるため。

東京消防庁
予防部査察
課

49 R7.12.11 R7.12.18 ○（東京都足立区○町○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和６年４月２２日６千予(報)第５６号) 28 1 1
（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課

50 R7.12.14 R7.12.23 ○（東京都杉並区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 1
当該公文書は、令和５年７月２０日に受理した１年保存の公文書で
あるため、令和７年度に廃棄済みであり、実施機関に存在しない。

東京消防庁
予防部査察
課

51 R7.12.18 R7.12.24 ○(東京都文京区○丁目○番○号)に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(令和７年３月２５日６郷予(報)第１４１０号) 19 1
東京消防庁
予防部査察
課

52 R7.12.16 R7.12.26
⑴　○（東京都台東区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和７年１０月１７日７上予(報)第１０７５号)
⑵　○（東京都台東区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和６年４月１２日６上予(報)第４４号) 30 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであ
るため。

東京消防庁
予防部査察
課

53 R7.10.7 R7.12.4 　火災調査書類（令和７年９月２９日７渋恵第４８号）のうち、火災調査書及び出火原因判定書 14 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。
　この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、開
示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らか
となり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定
に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することなどが予想
され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判定
するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課



54 R7.10.7 R7.12.3 　火災調査書類（令和７年７月３０日７赤予第１０４号）のうち、火災調査書 2 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。
 　この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、
開示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明ら
かとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判
定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することなどが予
想され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判
定するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課

55 R7.10.10 R7.12.8 　火災調査書類（令和７年９月１９日７世予第２０３号）のうち、火災調査書 2 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課

56 R7.10.16 R7.12.16 　火災調査書類（令和７年９月２５日６麹永第２４２号）のうち、火災調査書 2 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課

57 R7.10.20 R7.12.22 　火災調査書類（令和７年９月３０日７王予第１１６号）のうち、火災調査書 2 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。
 　この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、
開示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明ら
かとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判
定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することなどが予
想され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判
定するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課



58 R7.10.17 R7.12.18

　火災調査書類（令和６年７月３０日６立錦第２６６号）のうち、以下の書類
１　火災調査書
２　出火原因判定書
３　火災出場時における見分調査書
４　現場見分調査書
５　質問調査書（第１回）
６　質問調査書（第２回）
７　質問調査書（令和６年６月２５日実施分）
８　出火建物・避難状況等調査書
９　建物・収容物損害調査書
１０　死傷者調査書

58 1 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条４号）
　この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や犯罪の実
行を容易にするなど、建物関係者の安全を脅かすおそれがあると
認められるため、条例第７条第４号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。
　この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、開
示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らか
となり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定
に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することなどが予想
され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判定
するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課

59 R7.10.22 R7.12.19 　火災調査書類（令和７年９月３０日６板予第１２７７号）のうち、火災調査書 2 1 1 1

（７条２号）
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるものであるため、条例第７条第２号に該当する。
（７条６号）
　この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得
られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に
対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資
料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。
　この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、開
示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らか
となり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定
に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することなどが予想
され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判定
するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。

東京消防庁
予防部調査
課

60 R7.11.14 R7.12.2

○（品川区○－○－○）に係る以下の公文書

12 1
東京消防庁
予防部予防
課

61 R7.11.17 R7.12.2

○（世田谷区○－○－○）に係る以下の公文書

26 1
東京消防庁
予防部予防
課

62 R7.11.18 R7.12.2 ○（中央区○－○－○）に係る消防用設備等着工届出書（平成１０年３月１９日　京橋消防署予防課第２０９号） 6 1
東京消防庁
予防部予防
課



63 R7.9.18 R7.12.2 ○（北区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（平成１６年１１月９日　赤羽消防署第２９１号）の鑑、平面図及び系統図 4 1 1 1

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以
下「条例」という。）第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

64 R7.11.14 R7.12.3 ○（世田谷区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（平成８年１１月２５日第４８４号）に添付された系統図及び平面図 10 1
東京消防庁
予防部予防
課

65 R7.11.15 R7.12.3 ○（練馬区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（平成６年７月１日第３１６号）に添付された放送設備系統図・機器姿図及び弱電設備平面図 16 1
東京消防庁
予防部予防
課

66 R7.11.19 R7.12.4 ○（町田市○町○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和６年１１月１９日　町田消防署西町田出張所第１６号） 9 1 1
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以
下「条例」という。）第７条第２号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

67 R7.11.28 R7.12.4 ○（豊島区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書（平成１３年２月１４日豊島消防署予防課第３６８号）に添付された立面図、断面図及び各階平面図 9 1
東京消防庁
予防部予防
課

68 R7.11.23 R7.12.4
○（文京区○－○（住居表示）、文京区○－○－○（地番））に関する建築計画について、東京消防庁が令和６年１月１日以降に事業者と協議を行った文書及び事業者との協議に
ついての検討等を行った文書（決裁文書を含む。）

1 実施機関で作成し、又は取得していないため存在しない。
東京消防庁
予防部予防
課

69 R7.11.26 R7.12.4 ○（港区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書（平成１０年１０月２９日　高輪消防署予防課第１１５号）の鑑及び各階面積表 2 1
東京消防庁
予防部予防
課

70 R7.11.14 R7.12.4 ○（新宿区市○町○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書　その１（平成５年３月１５日牛込消防署予防課第３３号）一式及び検査結果書 18 1 1 1 1 1

 この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都
情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれ
があると認められるため、条例第７条第４号に該当する。
 当該公文書は実施機関で届出されていないため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課



71 R7.11.27 R7.12.8

○（渋谷区○－○－○）に係る以下の公文書一式
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書（非常コンセント設備）（令和７年１１月１９日渋谷消防署予防課第１１９６号）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書（誘導灯）（令和７年１１月１９日渋谷消防署予防課第１１９７号）

20 1 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都
情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれ
があると認められるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

72 R7.11.20 R7.12.9 平成２７年１月１日から平成２９年１２月３０日までの間に届出された○（港区○－○－○）の変電設備に関する電気設備設置（変更）届出書の届出年月日一覧 1 当該公文書は実施機関で届出されていないため、存在しない。
東京消防庁
予防部予防
課

73 R7.11.28 R7.12.9 ○（新宿区河田町○－○）に係る消防用設備等設置届出書（平成１５年２月２０日　牛込消防署予防課第５８４号）の鑑 1 1 1 1

 この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそ
れがあるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５
号。以下「条例」という。）第７条第４号に該当する。
 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、条例第７条第２号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

74 R7.12.1 R7.12.9

○（千代田区○－○－○）に係る以下の公文書

15 1
東京消防庁
予防部予防
課

75 R7.12.2 R7.12.9

○（江東区○－○－○）に係る以下の公文書一式
１　基準の特例等適用申請書（令和４年４月８日城東消防署予防課第４号）
２　基準の特例等適用申請書（令和５年１２月１４日城東消防署予防課第３０号）

53 1
東京消防庁
予防部予防
課

76 R7.11.27 R7.12.9 ○（豊島区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書（平成４年３月２５日豊島消防署予防課第４０７２号）に添付された平面図 2 1 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第
７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれ
があると認められるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

77 R7.11.25 R7.12.11

○（港区○－○－○）に係る以下の公文書

33 1 1 1

 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以
下「条例」という。）第７条第２号に該当する。
 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、条例第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

78 R7.11.27 R7.12.11 ○（あきる野市○－○－○）に係る消防用設備等設置届出（平成１６年９月１５日　秋川消防署予防課第６９号）に添付されている概要表、系統図及び平面図 6 1
東京消防庁
予防部予防
課



79 R7.11.20 R7.12.11

○（渋谷区代官山町○－○）に係る以下の公文書（個人情報及び印影を除く）
⑴ 防火対象物使用開始届出書（令和４年９月２８日　渋谷消防署予防課第１１１０号）
⑵ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消火器　令和４年１１月２８日　渋谷消防署予防課第２４５７号）
⑶ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（自動火災報知設備　令和４年１１月２８日　渋谷消防署予防課第２４５７号）
⑷ 　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（放送設備　令和４年１１月２８日　渋谷消防署予防課第２４５７号）
⑸ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（誘導灯　令和４年１１月２８日　渋谷消防署予防課第２４５７号）

66 1
東京消防庁
予防部予防
課

80 R7.12.2 R7.12.11

○（世田谷区○－○－○）に係る以下の公文書（個人情報及び印影を除く）

18 1
東京消防庁
予防部予防
課

81 R7.10.30 R7.12.12

○（八王子市散田町○－○－○）に係る以下の公文書一式及び検査結果書
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消火器）（平成１８年１２月２１日八王子消防署予防課第６３７号）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（スプリンクラー設備）（平成１８年１２月１４日八王子消防署予防課第６１４号）
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（自動火災報知設備）（平成１８年１２月２１日八王子消防署予防課第６２５号）
４　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消防機関へ通報する火災報知設備）（平成１８年１２月１８日八王子消防署予防課第６２２号）
５　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（避難器具）（平成１８年１２月２１日八王子消防署予防課第６３８号）
６　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（誘導灯）（平成１８年１２月１８日八王子消防署予防課第６１５号）

104 1 1 1 1

１　この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等
の犯罪の実行を容易にするなど、入居者の安全を脅かすおそれが
あると認められるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条
例第５号。以下「条例」という。）第７条第４号に該当する。
 この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第
７条第２号に該当する。

２　当該公文書は実施機関に届出されていないため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課

82 R7.11.10 R7.12.12

１　○（町田市原○－○－○　○）に係る以下の公文書一式及び検査結果書
　⑴　防火対象物使用開始届出書（令和４年３月３０日町田消防署予防課第３６７号）
　⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消火器）（令和４年４月１２日町田消防署予防課第１６号）
２　○（渋谷区○－○－○　○）に係る以下の公文書
　⑴　防火対象物使用開始届出書（令和２年８月１４日渋谷消防署予防課第５５７号）一式及び検査結果書
　⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消火器）（令和２年９月２８日渋谷消防署予防課第１２０５号）
　⑶　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（自動火災報知設備）（令和２年９月２８日渋谷消防署予防課第１２０５号）
　⑷　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（誘導灯）（令和２年９月２８日渋谷消防署予防課第１２０５号）
３　○（新宿区○－○－○　○）に係る以下の届出書に基づく検査結果書
　⑴　防火対象物使用開始届出書（令和４年９月２日新宿消防署防火安全対策係第１１１号）
　⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消火器、自動火災報知設備、誘導灯）（令和４年９月２９日新宿消防署防火安全対策係第２２１号）
４　○（新宿区○－○－○　○）に係る以下の公文書一式
　⑴　防火対象物使用開始届出書（令和３年６月２９日四谷消防新宿御苑出張所第１９号）
　⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（消火器）（令和３年７月１２日四谷消防署新宿御苑出張所第１６号）
　⑶　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（自動火災報知設備）（令和３年７月１６日四谷消防署新宿御苑出張所第１７号）
　⑷　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（誘導灯）（令和３年７月１６日四谷消防署新宿御苑出張所第１７号）

194 1 1 1 1

１　この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することが
できるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。
以下「条例」という。）第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され
るおそれがあるため、条例第７条第４号に該当する。

２　検査を省略しているため、または、実施機関へ届出されていな
いため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課

83 R7.12.2 R7.12.12 台東区○－○－○（○○○）の防火対象物に係る防火対象物使用開始届出書 1 当該公文書は実施機関に届出されていないため、存在しない。
東京消防庁
予防部予防
課

84 R7.12.4 R7.12.12 ○（世田谷区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和４年３月７日　玉川消防署予防課第３４８号） 3 1
東京消防庁
予防部予防
課

85 R7.11.20 R7.12.12 ○（○　台東区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和５８年７月２日　浅草消防署予防課第５２号） 30 1 1

この情報は、公にすることにより、建物内部への犯罪の実行を容易
にするなど、使用者の安全を脅かすおそれがあると認められるた
め、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条
例」という。）条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課



86 R7.12.5 R7.12.16

○（港区○－○－○）に係る以下の公文書（個人情報及び印影を除く）

31 1 1 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都
情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれ
があると認められるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

87 R7.12.4 R7.12.16

○（渋谷区○－○－○）に係る以下の公文書（個人情報及び印影を除く）

2 1
東京消防庁
予防部予防
課

88 R7.12.4 R7.12.16
○（○　千代田区○町○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和３８年１月９日神田消防署第１号　昭和３８年１月１８日消防庁予防部予防課第２７号）に添付さ
れた平面図

4 1 1 1

この情報は、公にすることにより、犯罪の実行を容易にするなど、
使用者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、東京都情
報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）条
例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

89 R7.12.2 R7.12.16 ○（品川区○－○－○）に係る消防用設備等設置届出書（令和７年７月１１日　荏原消防署予防課第７２号） 11 1 1
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以
下「条例」という。）第７条第２号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

90 R7.12.4 R7.12.16 ○（大田区○－○－○）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２２年５月７日　矢口消防署予防課第３１号） 28 1 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都
情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）
第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれ
があると認められるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

91 R7.12.5 R7.12.17
○（渋谷区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（平成２９年１２月１日　渋谷消防署予防課第１４４２号）及び防火対象物工事等計画届出書（平成２９年１２月１日　渋谷
消防署予防課第１１１０号）

53 1 1 1

この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそ
れがあるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５
号。以下「条例」という。）第７条第４号に該当する。
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、条例第７条第２号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

92 R7.12.9 R7.12.18 ○（板橋区○－○－○）に係る消防用設備等着工届出書（平成４年６月５日　志村消防署予防課第４０７７号） 51 1
東京消防庁
予防部予防
課

93 R7.12.8 R7.12.18

○（杉並区○－○－○）に係る以下の公文書

○（東京都杉並区○丁目○番○号○）に係る以下の公文書
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書(令和６年１２月９日６荻予(報)第１５３０号)

30 1
東京消防庁
予防部予防
課

94 R7.12.10 R7.12.18 江東区○丁目○番○号（土地登記簿の地番○－○上）の防火対象物に係る消防関係法令により届出及び作成した文書 1
当該公文書は実施機関において届出されておらず、文書も作成し
ていないため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課



95 R7.12.10 R7.12.18 ○（江東区○丁目○番○号）に係る消防関係法令により届出及び作成した文書 1
当該公文書は実施機関において届出されておらず、文書も作成し
ていないため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課

96 R7.12.10 R7.12.18 江東区○丁目○番○号（土地登記簿の地番○－○上）の防火対象物に係る消防関係法令により届出及び作成した文書 1
当該公文書は実施機関において届出されておらず、文書も作成し
ていないため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課

97 R7.11.20 R7.12.18

以下の公文書における届出書の鑑、店舗面積がわかる添付図書及び検査結果書
１　○（渋谷区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）開始届出書　その１（昭和６３年２月１０日渋谷消防署予防課第９４号）
２　○（中央区○－○－○）○に係る防火対象物使用開始届出書（平成２８年１２月２６日京橋消防署予防課第１０４８号）
３　○（港区○－○－○）○に係る防火対象物使用（変更）届出書　その１（平成１５年３月１３日芝消防署予防課第６８０号）

18 1 1 1 1

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することがで
きるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以
下「条例」という。）第７条第２号に該当する。
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそ
れがあるため、条例第７条第４号に該当する。

当該公文書は実施機関に届出されていないため、存在しない。

東京消防庁
予防部予防
課

98 R7.12.4 R7.12.18

○（北区○－○－○）に係る以下の公文書

45 1 1
この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や犯罪の実
行を容易にするなど、使用者の安全を脅かすおそれがあると認め
られるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

99 R7.12.9 R7.12.19 令和７年８月から１０月までの間に提出した○（江東区○－○−○）の○に係る防火対象物使用開始届出書 1 当該公文書は実施機関に届出されていないため、存在しない。
東京消防庁
予防部予防
課

100 R7.12.15 R7.12.19

○（世田谷区○－○－○）に係る以下の公文書（個人情報及び印影を除く）

28 1
東京消防庁
予防部予防
課

101 R7.12.10 R7.12.22

○（墨田区○－○－○）に係る以下の公文書
⑴ 防火対象物使用開始届出書（平成２６年５月２９日　本所消防署予防課第７４号）
⑵ 防火対象物使用開始届出書（平成２６年６月２５日　本所消防署予防課）
⑶ 防火対象物使用開始届出書（平成２６年８月１日　本所消防署予防課）

16 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、
東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条
例」という。）第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や
窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅か
すおそれがあると認められるため、条例第７条第４号に該当す
る。

東京消防庁
予防部予防
課

102 R7.12.8 R7.12.23

○（杉並区○－○－○）に係る以下の公文書
１ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年６月２７日杉並消防署予防
 課第１５６号）
２ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年６月２４日杉並消防署予防
課第１５１号）
３ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年７月１日杉並消防署予防課第１６３号）
４ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年６月３０日杉並消防署予防課第１５９号）
５ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年８月２７日杉並消防署予防課第２４８号）
６ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年８月２７日杉並消防署予防課第２４６号）
７ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年８月２７日杉並消防署予防課第２４７号）
８ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年９月５日杉並消防署予防課第２６７号）
９ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年９月５日杉並消防署予防課第２６６号）
１０ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年９月１７日杉並消防署予防課第２９３号）
１１ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和７年９月１７日杉並消防署予防課第２９４号）

56 1
東京消防庁
予防部予防
課



103 R7.11.7 R7.12.23 ○○のご報告について 5 1 1 1 1 1

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるため、条例第７条第２号に該当する。
この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用される

おそれがあるため、東京都情報公開条例（平成１１年東京都条
例第５号。）第７条第４号に該当する。
この情報は、火災予防業務に関する情報であるとともに、他に

知られることはない状況の下に任意の提供によって収集する業
務の性質上、公にすることにより、適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるため、条例第７条第６号に該当する。
この情報は、火災予防業務に関する情報であるとともに、実施
機関の求めに応じて任意に提供された情報であって、第三者に
おける通例として公にしないこととされているもので、当該情報
が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値す
るものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損
なうおそれがあるため、条例第７条第７号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

104 R7.12.10 R7.12.25 ○（豊島区○－○－○）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和５７年３月１２日第２０４５号）に添付されている平面図 8 1 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、
条例第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や
窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅か
すおそれがあると認められるため、条例第７条第４号に該当す
る。

東京消防庁
予防部予防
課

105 R7.12.10 R7.12.26 ○（港区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届出書（令和３年６月１４日　芝消防署予防課第４１０号） 8 1 1 1 1 公文書は実施機関に届出されていないため、存在しない。
東京消防庁
予防部予防
課

106 R7.12.10 R7.12.26 ○○に関する相談対応時系列 1 1 1
公文書に記載されている相談者名は、個人に関する情報で特
定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例
（平成１１年東京都条例第５号）第７条第２号に該当する。

東京消防庁
予防部予防
課

107 R7.12.9 R7.12.26

1 ○（千代田区○番町○－○）に係る消防用設備等設置届出書（平成５年５月１９日　麹町消防署予防課第４０１号）に添付されている系統図及び平面図
2 ○（千代田区○番町○－○）に係る以下の公文書

83 1 1 1 1

この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、
東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号。以下「条
例」という。）第７条第２号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や
窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅か
すおそれがあると認められるため、条例第７条第４号に該当す
る。

東京消防庁
予防部予防
課


